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社会保障・税一体改革関連法の成立について

本日、社会保障・税一体改革関連法が成立した。少子

高齢化の急速な進展や国・地方ともに極めて厳しい財政

状況の下で、国民が安心し、希望が持てる社会保障の実

現が求められていることを踏まえれば、国・地方双方に

とっての安定財源の確保は避けることのできない課題で

あり、今回の法案成立を評価するものである。

ただし、消費税率の引上げの実施に当たっては、東日

本大震災の影響や厳しい地域経済の状況等に配慮すると

ともに、消費税の逆進性を踏まえた低所得者への対策を

講ずることが必要である。また、国民の理解を得るため

にも、引き続き、国・地方を通じて徹底した行財政改革

を行うとともに、地方分権改革を断行していかなければ

ならない。

また、今後の社会保障制度の総合的かつ集中的な改革

に当たっては、社会保障制度運営の中核として住民と直

接向き合う地方はまさに社会保障の運営責任者であるこ

とから、企画立案段階からの国と地方の緊密な連携・協

力が不可欠である。このため、「社会保障制度改革国民

会議」での検討に地域の現場の意見を十分反映させると

ともに、「国と地方の協議の場」において真摯に議論す

ることにより、国と地方の力を結集し、真に国民が将来

を託し得る持続可能な社会保障制度の実現を求める。

平成２４年８月１０日

地方六団体

全 国 知 事 会 会 長 山田啓二

全国都道府県議会議長会会長 山本教和

全 国 市 長 会 会 長 森 民夫

全 国 市 議 会 議 長 会 会 長 関谷 博

全 国 町 村 会 会 長 藤原忠彦

全国町村議会議長会会長 �橋 正

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
関
連

法
案
が
８
月
１０
日
、
参
議
院
本
会

議
で
可
決
さ
れ
、
成
立
し
た
。
法

案
の
成
立
で
、
消
費
税
は
現
行
の

５
％
か
ら
平
成
２６
年
４
月
に
は
８

％
、
２７
年
１０
月
に
は
１０
％
へ
と
段

階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

本
会
は
じ
め
地
方
六
団
体
は
法

案
の
成
立
を
受
け
共
同
声
明
を
発

表
し
た
�
左
掲
。
消
費
税
率
の
引

き
上
げ
に
あ
た
っ
て
は
、
引
き
上

げ
分
の
配
分
割
合
を
巡
り
、
国
と

地
方
で
協
議
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。

同
法
の
成
立
で
地
方
へ
地
方
消
費

税
分
で
１
・
２
％
、
地
方
交
付
税

分
で
０
・
３４
％
が
配
分
さ
れ
る
。

自
治
法
改
正
案
で

三
議
長
会
が
活
動

自
治
法
改
正
案
の
衆
議
院
総
務

委
員
会
可
決
を
受
け
８
月
９
日
、

本
会
副
会
長
の
渡
辺
光
雄
・
藤
沢

市
議
会
議
長
ら
議
会
三
団
体
代
表

は
衆
議
院
関
係
者
と
面
談
。
可
決

に
感
謝
す
る
と
と
も
に
本
会
議
で

の
早
期
成
立
を
求
め
た
�
改
正
案

の
概
要
は
２
・
３
面
に
掲
載
。
ま

た
、
参
議
院
関
係
者
と
面
談
し
、

衆
議
院
通
過
後
の
参
議
院
に
よ
る

速
や
か
な
審
議
を
求
め
た
�
衆
参

両
院
の
面
談
者
は
左
掲
。
改
正
案

は
８
月
１０
日
、
衆
議
院
本
会
議
で

成
立
し
参
議
院
へ
送
付
さ
れ
た
。

面
談
要
請
先
（
順
不
同
）

【
民
主
党
】
▽
武
正
公
一
・
衆
議
院
総

務
委
員
長
▽
�
坂
誠
二
・
衆
議
院
総
務

委
員
会
理
事
（
総
務
部
門
会
議
座
長
）

▽
原
口
一
博
・
前
衆
議
院
総
務
委
員
長

▽
黄
川
田
徹
・
前
総
務
副
大
臣
▽
皆
吉

稲
生
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
委
員
【
自

由
民
主
党
】
▽
岸
田
文
雄
・
国
会
対
策

委
員
長
▽
山
口
俊
一
・
総
務
会
長
代
理

▽
浜
田
靖
一
・
国
会
対
策
委
員
長
代
理

▽
佐
藤
勉
・
議
院
運
営
委
員
会
筆
頭
理

事
▽
石
田
真
敏
・
衆
議
院
総
務
委
員
会

筆
頭
理
事
▽
平
井
た
く
や
・
総
務
部
会

長
▽
礒
崎
陽
輔
・
総
務
部
会
部
会
長
代

理
▽
坂
本
哲
志
・
総
務
部
会
副
部
会
長

▽
橘
慶
一
郎
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
委

員
▽
中
曽
根
弘
文
・
参
議
院
議
員
会
長

▽
溝
手
顕
正
・
参
議
院
幹
事
長
▽
脇
雅

史
・
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
▽
世
耕

弘
成
・
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
代
理

▽
山
本
一
太
・
参
議
院
議
員
▽
村
田
吉

隆
・
選
挙
制
度
調
査
会
長
【
公
明
党
】

▽
木
庭
健
太
郎
・
総
務
部
会
長
▽
西
博

義
・
総
務
部
会
部
会
長
代
理
▽
稲
津
久

・
衆
議
院
総
務
委
員
会
理
事
【
国
民
の

生
活
が
第
一
】
▽
福
嶋
健
一
郎
・
衆
議

院
総
務
委
員
会
理
事

辻
勝
徳
氏（
大
村
市
議
会
議
長
）

８
月
１３
日
逝
去
、
６７
歳
。
葬
儀

は
８
月
１６
日
、
大
村
市
内
で
執
り

行
わ
れ
た
。
喪
主
は
妻
の
洋
子
さ

ん
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第１８４２号８月２５日平成24年
（2012年）

８月１０日

社社会会保保障障・・税税一一体体
改改革革関関連連法法がが成成立立

地方六団体が共同声明

渡辺光雄・本会副会長
（藤沢市）

（１） 平成２４年８月２５日 第１８４２号
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地
方
公
共
団
体
の
議
会
及
び
長

に
よ
る
適
切
な
権
限
の
行
使
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
住
民
自
治
の

更
な
る
充
実
を
図
る
た
め
、
議
会

の
会
期
及
び
招
集
、
議
会
と
長
と

の
関
係
、
直
接
請
求
制
度
等
に
つ

い
て
必
要
な
改
正
を
行
う
。

１

地
方
議
会
制
度

�

地
方
議
会
の
会
期

・
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
つ

い
て
、
条
例
に
よ
り
、
定
例

会
・
臨
時
会
の
区
分
を
設
け

ず
、
通
年
の
会
期
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

※
通
年
の
会
期
と
は
、
条
例
で

定
め
る
日
か
ら
翌
年
の
当
該

日
の
前
日
ま
で
を
会
期
と
す

る
も
の
。

※
通
年
の
会
期
を
選
択
し
た
場

合
、
議
会
は
会
議
を
開
く
定

例
日
を
条
例
で
定
め
る
。

※
長
等
の
議
場
へ
の
出
席
義
務

に
つ
い
て
は
、
定
例
日
又
は

議
案
の
審
議
に
限
定
す
る
。

※
長
等
が
議
場
に
出
席
で
き
な

い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

に
、
議
長
に
届
け
出
た
と
き

は
出
席
義
務
が
解
除
さ
れ
る

こ
と
と
す
る
（
定
例
会
・
臨

時
会
に
お
い
て
も
同
様
）
。

�

臨
時
会
の
招
集
権

・
議
長
等
の
臨
時
会
の
招
集
請

求
に
対
し
て
長
が
招
集
し
な

い
と
き
は
、
議
長
が
臨
時
会

を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

�

議
会
運
営

・
委
員
会
に
関
す
る
規
定
を
簡

素
化
し
、
委
員
の
選
任
方

法
、
在
任
期
間
等
に
つ
い
て

法
律
で
定
め
て
い
た
事
項

（
例
�
常
任
委
員
は
会
期
の

始
め
に
議
会
で
選
任
）
を
条

例
に
委
任
す
る
。

・
本
会
議
に
お
い
て
も
、
公
聴

会
の
開
催
、
参
考
人
の
招
致

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

２

議
会
と
長
と
の
関

係
�

再
議
制
度
（
長
が
、
異
議
の

あ
る
議
決
や
越
権
・
違
法
な
議

決
等
に
対
し
て
、
再
度
の
議
決

を
議
会
に
求
め
る
制
度
）

・
一
般
再
議
の
対
象
を
条
例
・

予
算
以
外
の
議
決
事
件
（
総

合
計
画
な
ど
）
に
拡
大
す

る
。

※
条
例
・
予
算
以
外
の
議
決
の

再
議
決
要
件
は
過
半
数
と
す

る
。

�

専
決
処
分
（
議
会
が
議
決
す

べ
き
事
件
に
つ
い
て
必
要
な
議

決
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
、
議

決
に
代
え
て
長
が
行
う
処
分
）

・
副
知
事
及
び
副
市
町
村
長
の

選
任
を
対
象
か
ら
除
外
す

る
。

・
条
例
・
予
算
の
専
決
処
分
に

つ
い
て
議
会
が
不
承
認
と
し

た
と
き
は
、
長
は
必
要
と
認

め
る
措
置
を
講
じ
、
議
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
。

�

条
例
公
布

・
長
は
、
条
例
の
送
付
を
受
け

た
日
か
ら
２０
日
以
内
に
再
議

に
付
す
等
の
措
置
を
講
ず
る

場
合
を
除
き
、
当
該
条
例
の

公
布
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
。

３

直
接
請
求
制
度

・
解
散
・
解
職
の
請
求
に
必
要

な
署
名
数
要
件
を
緩
和
す

る
。

※
現
行
�
有
権
者
数
の
３
分
の

【
写
真
で
み
る
８
月
９
日
の
三
議

長
会
要
請
活
動
】
�
平
井
た
く
や

・
自
民
党
総
務
部
会
長
�
皆
吉
稲

生
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
委
員
�

坂
本
哲
志
・
自
民
党
総
務
部
会
副

部
会
長
�
黄
川
田
徹
・
前
総
務
副

大
臣
�
山
本
一
太
・
自
民
党
参
議

院
議
員
�
礒
崎
陽
輔
・
同
党
総
務

部
会
部
会
長
代
理
	
中
曽
根
弘
文

・
同
党
参
議
院
議
員
会
長


溝
手

顕
正
・
同
党
参
議
院
幹
事
長
�
西

博
義
・
公
明
党
総
務
部
会
部
会
長

代
理
�
石
田
真
敏
・
衆
議
院
総
務

委
員
会
筆
頭
理
事

�
坂
誠
二
・

衆
議
院
総
務
委
員
会
筆
頭
理
事

�

�

�

�

�

地地
方方
自自
治治
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律
案案
のの
概概
要要

（（
平平
成成
２２４４
年年
３３
月月
９９
日日
閣閣
議議
決決
定定
））

第１８４２号 平成２４年８月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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１
（
４０
万
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
は
６
分
の
１
）→

改

正
後
�
有
権
者
数
の
３
分
の

１
（
４０
万
か
ら
８０
万
の
部
分

に
つ
い
て
は
６
分
の
１
、
８０

万
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て

は
８
分
の
１
）

４

国
等
に
よ
る
違
法

確
認
訴
訟
制
度
の
創

設
・
国
等
が
是
正
の
要
求
等
を
し

た
場
合
に
、
地
方
公
共
団
体

が
こ
れ
に
応
じ
た
措
置
を
講

じ
ず
、
か
つ
、
国
地
方
係
争

処
理
委
員
会
等
へ
の
審
査
の

申
出
も
し
な
い
と
き
等
に
、

国
等
は
違
法
確
認
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

５

一
部
事
務
組
合
・

広
域
連
合
等

・
一
部
事
務
組
合
、
協
議
会
及

び
機
関
等
の
共
同
設
置
か
ら

の
脱
退
の
手
続
を
簡
素
化
す

る
。

※
広
域
連
合
は
対
象
外
と
す

る
。

・
一
部
事
務
組
合
の
議
会
を
構

成
団
体
の
議
会
を
も
っ
て
組

織
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
。

・
広
域
連
合
に
執
行
機
関
と
し

て
長
に
代
え
て
理
事
会
を
置

く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

〈
施
行
期
日
〉

�

地
方
議
会
の
会
期
、
臨
時
会

の
招
集
権
、
議
会
運
営
（
公
聴

会
等
）
、
再
議
制
度
、
専
決
処

分
、
条
例
公
布＝

公
布
日

�

議
会
運
営
（
委
員
会
等
）
、

直
接
請
求
制
度
（
署
名
数
要
件

の
緩
和
）
、
国
等
に
よ
る
違
法

確
認
訴
訟
制
度
の
創
設
、
一
部

事
務
組
合
・
広
域
連
合
等＝

公

布
後
６
月
以
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日

１

政
務
調
査
費
制
度

の
改
正

�

名
称
を
「
政
務
活
動
費
」
に
、

交
付
の
目
的
を
「
議
会
の
議
員

の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に

資
す
る
た
め
」
に
改
め
る
。

�

政
務
活
動
費
を
充
て
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
経
費
の
範
囲
に

つ
い
て
、
条
例
で
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

�

議
長
は
、
政
務
活
動
費
に
つ

い
て
は
、
そ
の
使
途
の
透
明
性

の
確
保
に
務
め
る
も
の
と
す

る
。

２

百
条
調
査
に
係
る

出
頭
・
証
言
及
び
記

録
提
出
の
請
求
の
要

件
の
明
確
化

議
会
は
、
当
該
団
体
の
事
務
に

関
す
る
調
査
を
行
う
た
め
、
関
係

人
の
出
頭
・
証
言
及
び
記
録
提
出

の
請
求
を
す
る
場
合
は
、
「
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に

限
る
も
の
と
す
る
。

３

長
等
の
議
場
出
席

へ
の
配
慮

通
年
の
会
期
を
選
択
し
た
議
会

の
議
長
は
、
長
等
に
対
し
議
場
へ

の
出
席
を
求
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
当
該
団
体
の
執
行
機
関
の
事

務
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い

よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
。

地地
方方
自自
治治
法法
一一
部部
改改
正正
案案
にに
対対
すす
るる
議議
員員
修修
正正
案案
のの
概概
要要

�

�

�

�

�

�

（３） 平成２４年８月２５日 第１８４２号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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８
月
８
日
に
開
催
さ
れ
た
民
主

党
・
総
務
部
門
会
議
に
は
、
渡
辺

光
雄
・
本
会
副
会
長
（
藤
沢
市
）
、

神
田
隆
彦
・
基
地
協
会
長
（
呉

市
）
が
出
席
し
、
所
属
国
会
議
員

に
対
し
要
望
し
た
�
本
会
の
要
望

は
左
上
掲
、
基
地
協
の
要
望
は
左

下
掲
。
会
議
で
の
神
田
基
地
協
会

長
の
発
言
要
旨
は
右
下
の
と
お
り

�
渡
辺
本
会
副
会
長
の
発
言
要
旨

は
本
紙
１
８
４
１
号
３
面
掲
載
。

本
会
要
望
事
項（
３６
事
項
）

▽
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
早
期
復

旧
・
復
興
▽
原
子
力
発
電
所
事
故

災
害
の
対
応
▽
地
方
分
権
改
革
の

推
進
▽
地
方
議
会
の
権
能
強
化
等

▽
消
防
防
災
体
制
の
充
実
強
化
▽

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
▽
合
併
市

町
村
に
対
す
る
支
援
の
拡
充
▽
基

地
対
策
関
係
予
算
の
確
保
等
▽
治

安
対
策
の
強
化
等
▽
北
方
領
土
返

還
▽
人
権
救
済
制
度
の
確
立
▽
地

方
一
般
財
源
総
額
の
確
保
▽
都
市

税
源
等
の
充
実
強
化
▽
地
方
債
資

金
の
確
保
等
▽
地
方
公
営
企
業
に

対
す
る
財
政
措
置
の
充
実
強
化
▽

国
庫
補
助
負
担
金
改
革
▽
地
域
医

療
施
策
▽
保
健
衛
生
施
策
等
▽
医

療
保
険
制
度
▽
介
護
保
険
制
度
▽

少
子
化
対
策
等
▽
雇
用
対
策
▽
社

会
福
祉
施
策
▽
環
境
保
全
施
策
▽

文
教
施
策
▽
農
業
振
興
対
策
▽
林

業
振
興
対
策
▽
水
産
業
振
興
対
策

▽
農
林
水
産
業
共
通
対
策
▽
食
の

安
全
及
び
消
費
者
の
信
頼
確
保
対

策
▽
中
小
企
業
振
興
対
策
等
▽
資

源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
▽
自
然
災

害
対
策
の
推
進
▽
各
種
交
通
基
盤

整
備
の
推
進
▽
都
市
基
盤
整
備
の

推
進
▽
観
光
立
国
の
推
進

総
務
部
門
会
議
後
に

基
地
協
が
要
請
行
動

民
主
党
・
総
務
部
門
会
議
終
了

後
、
基
地
協
は
所
管
事
項
の
要
望

実
現
に
向
け
、
神
田
会
長
を
中
心

に
正
副
会
長
・
相
談
役
に
よ
る
実

行
運
動
班
を
編
成
�
編
成
自
治
体

は
下
掲
。
大
野
功
統
・
自
民
党
安

全
保
障
調
査
会
顧
問
、
橘
慶
一
郎

・
同
党
総
務
部
会
副
部
会
長
に
相

次
い
で
面
談
し
要
望
し
た
。

な
お
、
当
日
の
要
望
項
目
で
は

▽
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金

（
総
務
省
所
管
）
の
増
額
確
保
等

▽
基
地
周
辺
対
策
経
費
（
防
衛
省

所
管
）
の
所
要
額
確
保
等
―
―
の

２
本
を
重
点
要
望
と
し
て
掲
げ
要

請
活
動
を
実
施
し
た
�
左
掲
。

民主総務部門会議における神田基地協会長の発言要旨

ただ今、ご紹介いただきました、全国市議会議長会基

地協議会の会長を務めております、広島県呉市議会議長

の神田でございます。

本日はこのような機会を賜り、誠にありがとうござい

ます。

まず、�坂座長をはじめ民主党の諸先生方には、平素
より、基地関係市町村の行財政運営に、格別のご高配を

賜っておりますことに対し、この場をお借りしまして厚

く御礼申し上げる次第であります。

市長会全国基地協議会の吉田・横須賀市長さんと重複

いたしますが、私からは、基地交付金・調整交付金につ

いて発言させていただきます。

お手元に要望書を配布いたしておりますので、のちほ

どご覧いただきたいと存じますが、ご承知のように、我

々、米軍、自衛隊の基地を抱える市町村においては、基

地所在に伴って、有形無形の様々な苦労をしているのが

実情であります。

基地交付金・調整交付金は、そうした基地所在市町村

が、施設の所在に伴う財政需要に対処するため、固定資

産税の代替的性格をもつ一般財源として交付されている

ものであります。

しかしながら、両交付金については、固定資産税相当

額と大きな乖離があり、本来の課税相当額の３割程度の

額にとどまっております。

そのような状況を踏まえ、これまで、基地交付金・調

整交付金については、３年ごと、すなわち固定資産税の

評価替えの翌年度において増額されてきた経緯がござい

ます。

現在、基地関係市町村は、長期にわたる景気低迷によ

る税収の伸び悩みや、基地の所在に伴う財政需要の増大

等により大変厳しい状況にありますことから、私ども基

地関係市町村議会のうち、本年６月定例会でおよそ１３０

市町村議会が「基地対策予算の増額確保等を求める意見

書」を関係行政庁に提出しております。

諸先生方におかれましては、こうした基地関係市町村

の実情を、是非ともご理解を賜り、基地交付金・調整交

付金の増額確保に向け、ご支援をお願い申し上げます。

また、あわせまして、防衛省所管の基地周辺対策経費

につきましても、所要額が確保されますよう、お力添え

を賜りたく、重ねてお願い申し上げます。

以上、私からの発言とさせていただきます。

基
地
対
策
関
係
施
策
に

関
す
る
重
点
要
望

１
、
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金

（
総
務
省
所
管
）
の
増
額
確
保
等

今
年
度
は
固
定
資
産
税
の
評
価

替
え
の
年
度
に
当
た
る
た
め
、
基

地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
３
年
ご
と
に
増

額
さ
れ
て
い
る
経
緯
を
踏
ま
え
、

増
額
す
る
こ
と
。

ま
た
、
基
地
交
付
金
の
対
象
資

産
の
範
囲
を
自
衛
隊
の
使
用
す
る

全
資
産
に
拡
大
す
る
こ
と
。

２
、
基
地
周
辺
対
策
経
費
（
防
衛

省
所
管
）
の
所
要
額
確
保
等

（
１
）
基
地
周
辺
対
策
事
業
に
つ

い
て
は
、
近
年
、
補
助
対
象
施
設

・
範
囲
の
拡
大
等
の
適
用
基
準
の

緩
和
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
評
価
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
更
に

緩
和
を
図
る
と
と
も
に
、
所
要
額

を
確
保
す
る
こ
と
。

（
２
）
在
日
米
軍
再
編
に
伴
い
負

担
額
と
な
る
市
町
村
に
対
し
て

は
、
十
分
な
支
援
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
、
再
編
に
伴
い
現
行
の

基
地
対
策
関
係
予
算
に
支
障
が
生

ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮

す
る
こ
と
。

実
行
運
動
班
編
成
自
治
体

▽
会
長
�
呉
市
▽
副
会
長
�
む
つ
市
▽

同
�
上
越
市
▽
同
�
武
蔵
村
山
市
▽
同

�
木
更
津
市
▽
同
�
善
通
寺
市
▽
同
�

瑞
穂
町
▽
相
談
役
�
千
歳
市
▽
同
�
横

須
賀
市
▽
同
�
相
模
原
市
▽
同
�
佐
世

保
市

本
会
と
基
地
協
が
２５
年
度
予
算
と
税
制
改
正
を

民
主
総
務
部
門
会
議
で
要
望神田隆彦・基地協会長

（呉市）

�坂誠二・民主党総務部門会議座長
（右）、大島敦・総務副大臣（左）

大野功統・自民党安全保障調査会顧問に要望

橘慶一郎・自民党総務部会副部会長に要望
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